
下記の必要事項を記載し、柏柔道クラブへの入部及び全日本柔道連盟
への競技者登録を行います。

性別

携帯
（18歳以上）

柏柔道クラブへの参加に同意します。
本人又は保護者が他部員に悪影響を及ぼしたり、長期間の無断欠席がある等の不適当が認
められた場合にはクラブより退部となっても異議申し立てをしません。
保護者の同意（園児・生徒・学生は保護者の直筆署名　社会人は本人の直筆署名）

年 月 日 （提出日）

1604

ﾌﾘｶﾞﾅ

　 　年 　　月　 　日

生年月日（西暦）参加者本人氏名

自宅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学年：

幼稚・保育園/通学先（小中高大）と学年　　＊社会人は社会人と記載

柏柔道クラブ参加申込書

柏 柔 道 ク ラ ブ 殿

備　　考　（過去に全日本柔道連盟の競技者・指導者登録を行ったことのある方は登録番号を記載してください。）

健　康　状　態

既往症（　あり＞症状：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　なし　　　　　  ）

心臓の病気（　　あり　　・　　なし　　）　　気管の病気（　　あり　　・　　なし　　）

その他健康に関する特記事項：

形 cm ｋｇ

保護者(18歳未満)及び緊急連絡先

住　所 本人連絡先

血液型

部員の個人情報は公益財団法人全日本柔道連盟の登録及び柏柔道クラブの活動以外での目的では使用しないものとします。

公益財団法人全日本柔道連盟の個人情報取り扱いについては公益財団法人全日本柔道連盟会員登録システム利用規約を参照お
願いいたします。http://judo-member.jp/

関係

Ｅメールによる連絡先
（関係　　　　　　　　　）

印

日常の生活（　　よい　　・　　普通　　・　　悪い　　）　

氏　　名

身長 体重

電話番号

電話番号

氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　（続柄：　　　　　）

氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　（続柄：　　　　　）



■柏柔道クラブについて■ （柔道教室）
趣旨・目的
柔道初⼼者への指導及び柔道を通しての体⼒向上・資質の向上をはかる。
第１条（名称）本クラブは柏柔道クラブと称する。
第２条（事業）本クラブは前項の目的を達成するため、次の事業を⾏う。
１．柔道初⼼者指導（礼法・受身・技術）
２．体⼒向上のための指導
３．柔道を通しての仲間作り
４．柔道指導法の研究
第３条（会員の資格）年齢・性別・⼈種不問
但し、公益財団法⼈全日本柔道連盟への登録を必須とする。
第４条（役員）本クラブは以下の役員を置く。
１．顧問 ２名
２．代表者 １名
第５条（経費）本クラブの経費は会費その他の収入によりまかなう。
入会⾦ 無し ⽉会費１０００円
第６条（練習曜日・時間及び会場）
毎週⼟曜日 17:00〜19:00 柏市中央体育館柔道場
第７条（附則）本クラブは円滑な活動をはかるため、必要に応じて細則を設けることができる。

・
・
・

・
・
・
・
・

・

公益財団法人全日本柔道連盟への登録について

２０１５年度より、全日本柔道連盟の会員登録方法がインターネット登録となりました。
また、全日本柔道連盟に加入することで、柔道事故の際に見舞金支給対象となります。
登録費は柔道教室生徒は月謝内に含みます。（別途の徴収はおこないません）
指導者及び一般参加者で柏柔道クラブを拠点とされる方は登録費用徴収します。

競技者は、進学や移籍した場合でも同じメンバーIDを継続して使います。
個人ログインのパスワードは生年月日の月日４桁で当クラブにて仮登録します。
なるべく早く本人ログインし、パスワードを変更するようにお願いします。
＊ログインIDは発行された登録証に記載されています。
例：２００５年６月１日生まれの場合
　　パスワード：０６０１
全柔連登録ページ＝ http://judo-member.jp/

利用規約については全日本柔道連盟ホームページの登録の項目に記載されています。
柏柔道クラブの退会時には柏柔道クラブにて全日本柔道連盟にて該当者の退会登録を行います。

柏柔道クラブへの連絡先 指導者は全員が他に仕事をもっているため、

kashiwajudoclub@gmail.com 個人携帯等へのご連絡はご遠慮お願いしています。
柏市中央体育館へのご連絡もお控えください。

柏柔道クラブのホームページ
稽古日程を掲載していますのでご確認ください。
http://kashiwa-judo-club.jimdo.com/

参加者の個人情報は公益財団法人全日本柔道連盟の登録及び柏柔道クラブの活動以外での目的では使用しないものとする。

参加者は公益財団全日本柔道連盟への登録を必須とする。（登録費は月会費で賄うものとする。）

但し、公益財団法人全日本柔道連盟が定める「柔道競技に関わる活動に関する見舞金支給規定」による補償対象案件について
は、同規定に基づく見舞金を支給とする。

公益財団法人全日本柔道連盟の個人情報取り扱いについては公益財団法人全日本柔道連盟会員登録システム利用規約を参照
お願いいたします。http://judo-member.jp/

柏市スポーツ施設定期利用団体規定に基づき、柏市中央体育館使用のルールを守るものとする。

当クラブでは安全確保に努めるが、参加者の怪我・事故等については自己責任とする。

参加に際し１８歳以下の幼児・生徒・学生は保護者の同意が必要とする。

幼児・生徒の送迎は保護者の方が責任をもって行うものとする。

大会等への参加に際し、個人戦参加の場合における参加費は実費を個人負担とする。

本人又は保護者が他部員に悪影響を及ぼしたり、長期間の無断欠席がある等の不適当が認められた場合にはクラブより退部と
なっても異議は受け付けないものとする。


